
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

シンガポール駐在員事務所設立パッケージ 

駐在員事務所設立+登録住所+首席代表者の就労ビサ申請+コープパス（CorpPass）申請や維持 

 

概要 

 

シンガポール駐在員事務所は、シンガポールにおいて事業を展開する外国企業に、長期的または大規

模な投資を行う前に、シンガポール市場のビジネスチャンスを評価するチャネルを提供します。駐在員

事務所は、直接的な商業活動、即ち営業活動を行うことができません。 

 

2012 年 1 月 1 日以降、外国企業のシンガポール駐在員事務所は毎年その存続状況が評価及び更新さ

れる場合、当該駐在員事務所は最大 3 年間シンガポールで営業することができます。3 年後、シンガポ

ール駐在員事務所はシンガポールで事業を継続しようとする場合、シンガポール会計企業規制庁

（ACRA）に事業を登録する必要があります。 

 

シンガポールに駐在員事務所を設立し、駐在員事務所を管理するためにシンガポールに外国人従業員

を委任・派遣する場合は、以下の流れに従う必要があります。 

 

（1） シンガポール企業庁（ESG）に駐在員事務所の設立を申請します。啓源は駐在員事務所の設立に

支援できます。 

（2） 駐在 員事務所 設立後 、委任 され た首席 代表者 （ Chief Representative ）の就 労ビサ （EP ：

Employment Pass）を申請することができます。就労ビサ（EP）を持っている首席代表者は駐在員事

務所の業務を管理するためにシンガポールに居住することができます。 

 

1. 設立パッケージ-サービスと費用 

 

1.1 設立手続きサービス 

 

（1） 設立に必要な書類及びサービス契約の作成 

（2） 企業庁への駐在員事務所設立の申請 

（3） 企業庁への登録料の支払 
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1.2 登録住所サービス 

 

啓源が提供するシンガポールの住所を会社登録住所として駐在員事務所を設立します。登録

住所サービスの費用は年払いとします。登録住所の提供期間中、当事務所は政府及び銀行の

レターを月ごとにクライアント様が指定された場所に転送します。レターの転送費用がクライアン

ト様に負担され、且つ当事務所は実際の郵便料を別途請求します。 

 

1.3 就労ビサ（EP）申請サービス 

 

当事務所は、シンガポール人材開発省（MOM）に就労ビサ（EP）を申請することを支援します。啓

源は、就労ビサ（EP）の申請書を作成して提出し、必要な書類をシンガポール人材開発省（MOM）

に提出します。上記の費用には、EP カードの受領の費用は含まれておりません。 

 

就労ビサ（EP）の申請が却下された場合、当事務所は上訴の提出を支援できます（1 回あたり

800SGD が別途請求されます）。 

 

MOM に就労ビサ（EP）の申請書を提出してから申請を承認するまで、最低 3～5 週間かかりま

す。上訴を提出する場合、最低 6 週間かかります。 

 

当事務所の就労ビサ（EP）申請サービスは、申請支援のみに限定されており、就労ビサ（EP）申

請の成功を保証できかねます。MOM は、就労ビサ（EP）申請に対して、承認か否かを決定する

権利を有します。クライアントの就労ビサ（EP）申請及び上訴が MOM に拒否された場合、啓源は

一切の責任を負わず、サービス費用を返金しません。 

 

1.4 コープパス・サービス 

 

コープパス（CorpPass）は会社の電子 ID であり、政府機関のウェブサイトに登録し、政府機関と

の取引及び申告に使用されています。例えば、中央積立基金（CPF）のウェブサイトにアクセスし、

書類及び申請を提出することです。 

 

会社設立後、啓源はクライアント様がコープパスを申請することを支援し、且つ 1 年間にわたる

コープパス維持サービスを提供します。 

 

パッケージ費用合計金額＝1.1+1.2+1.3+1.4＝3,500SGD 

 

備考：上述のパッケージ費用にシンガポール政府への各規費は含まれていますが、書類の郵送料は

含まれていません。実際に発生した書類の郵送料（もしあれば）を請求します。 
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2. 支払条件 

 

クライアント様の依頼を受けた後、当事務所は請求書を作成し、クライアント様に郵送します。クライ

アント様がサービス費用を支払った後、当事務所はサービスを提供し始めます。 

 

中国大陸の増値税又は台湾の営業税の発票が必要な場合は、現地税法による税金を別途支払う必

要があります。 

 

当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPAL でのお支払い（米ドルまたはシンガポールドルのみ）を受

け取ります。PAYPAL で支払う場合には、別途 5%の手数料を請求します。 

 

3. 設立要求 

 

シンガポール駐在員事務所の設立要求は以下の通りです。 

 

3.1 親会社たる外国企業の売上高は 250,000 米ドル以上でなければならない 

3.2 親会社たる外国企業は設立が 3 年以上でなければならない 

3.3 駐在員事務所の従業員が 5 人を超えてはならない 

 

4. 基本構造 

 

4.1 駐在員事務所の商号は親会社と一致しなければならない 

4.2 駐在員事務所は親会社に 100％所用される 

4.3 駐在員事務所は最低 1 名の代表者を有する。当該代表者はシンガポール居住者でも外国人で

もなれる。啓源は代表者たる外国人の就労ビサ（EP）の申請を支援し、駐在員事務所の運営を

担当するために代表者たる外国人をシンガポールに転勤することができます。 

4.4 駐在員事務所の活動は、シンガポールにおいて恒久的施設を設立する可能性に関する市場調

査と実現可能性調査などの活動に限定されています。具体的には以下の活動が含まれていま

す。 

 

（1） 市場、競合他社、顧客に関する情報収集 

（2） 製品、サービスの需要に関する調査 

（3） その後の恒久的施設の設立の事業規則及び要件に関する情報収集 

（4） 貿易関係の確立及び製品に関するコンサルティングの対応 

（5） 展示会及び見本市の参加 
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5. 設立手続き 

 

駐在員事務所の設立手続きには約 7 営業日、シンガポール就労ビサ（EP）の申請には約 3～5 週間

かかるため、合計で約 4～6 週間かかります。 

 

順番 内容 
時間 

（営業日） 

1 

クライアントがシンガポール駐在員事務所の設立を啓源に委託すると、当事

務所は駐在員事務所設立フォームをクライアントに送信します。クライアント

は当該フォームを記入し、同時に本稿第6章に記載されている資料及び書

類を当事務所に提供し、サービス費用を支払います。 

お客様による 

2 

クライアントから提供された資料及び書類を受け取った後、当事務所はクラ

イアントが指定された場所で署名するように駐在員事務所設立書類を作成

します。クライアントは啓源のいずれの事務所へ書類を署名しにお越しする

こともできます。 

1 

3 

署名済の書類を受け取った後、当事務所は企業庁に申請を提出します。企

業庁が承認した後、駐在員事務所は企業庁から承認書を受け取ります。登

録は1年間有効で、毎年更新できます。 

5～6* 

4 
駐在員事務所設立後、啓源は就労ビサ（EP）申請に必要な書類をMOMに

提出します。 
1～3 

5 
MOMは3-5週間以内に申請の結果を通知します。承認された場合、IPAレタ

ー（In-Principal Approval）が発行されます。 
21～35 

6 
啓源は、指紋登録及び写真撮影の時間について、顧客がMOMに予約する

ことを支援します。 
1 

7 申請者はMOMへ行き、指紋登録及び写真撮影の手続きを行います。 お客様による 

8 

登録後、MOMは4～5営業日以内にEPカードを啓源のシンガポール事務所

に送付します。啓源はパスカードを受け取るに事務所へ取りにお越しするよ

う申請者に通知します。 

4～5 

9 
最後、啓源は駐在員事務所のコープパス（CorpPass）を登録することを支援

します。 
1 

 

*備考：企業庁がさらなる説明及び情報を要求する場合、手続きは 1～2 週間遅れます。 

 

6. 必要書類 

 

シンガポール駐在員事務所の設立及びシンガポール就労ビサ（EP）の申請には、クライアント様は以

下の書類及び情報を電子メールにて提供する必要があります。書類の原本は、後で啓源のシンガポ

ール事務所に郵送する必要があります。 

 

6.1 記入済み駐在員事務所設立フォーム 

6.2 親会社の設立証明書類のコピー 

6.3 親会社の直近 1 年の監査済の財務諸表のコピー 

6.4 シンガポール駐在員事務所の要件に該当する承諾書 

6.5 認証済の親会社の設立証明書、在職証明書、定款、会社概要書、株主名簿及び取締役名簿 

6.6 首席代表者、親会社の全ての株主、取締役の認証済の身分証明書類（シンガポール国民もしく
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は永住者）又は 6 ヶ月以上有効のパスポート（外国人）のコピー及び直近 3 ヶ月の認証済住所

証明書類（公共料金領収書又は銀行取引明細書）。 

6.7 株主が法人の場合、その認証済設立証明書類（設立証明書、在職証明書、定款、会社概要書、

株主名簿及び取締役名簿など）をご提供ください。 

6.8 親会社の事業範囲の概要（例えば、提供のサービス又は販売の商品の取引先及び仕入先の所

在地など）。 

6.9 親会社のビジネス証明書類(Business Proofs)（例えば、取引先や仕入先との領収書、サービス

契約書、売買契約書及びその他の事業を証明する書類）。 

6.10 就労ビサ（EP）の申請者の履歴書（10 年間の実務経験が含まれるもの）。 

6.11 就労ビサ（EP）の申請者のパスポート及び学歴証明書類（例えば、大学卒業証明書など） 

6.12 就労ビサ（EP）の申請者のシンガポール駐在員事務所における職位 

6.13 就労ビサ（EP）の申請者の在職証明書または前雇用者からの推薦状（有する場合） 

6.14 シンガポール駐在員事務所の賃貸借契約書 

6.15 就労ビサ（EP）の申請者のシンガポール駐在員事務所との労働契約書 

 

*備考： 

（1） 上記の書類の認証とは、公証人、弁護士、公認会計士または当事務所のスタッフ（原本を持っ

て啓源のいずれの事務所へお越しする、またはビデオ会議で認証する）によって認証されること

を指します。 

（2） 上記の書類は英語のものが必要です。その他の言語で記載される書類の場合、その英語訳本

を提供する必要があります。 

 

7. 年間維持 

 

駐在員事務所はシンガポールにおいて最大 3 年間しか運営できません。その 3 年間は、毎年駐在員

事務所の存続状況を更新する必要があります。当局は通常、有効期限の 2 ヶ月前に更新通知を発

行します。返事がない場合、駐在員事務所は登録が抹消されます。当事務所は、クライアントに有効

期限前に駐在員事務所を更新することを支援できますが、サービス費用は 1,100 シンガポールドルで

す（企業庁に支払う規定による費用を含む）。 

 

その後、外国企業がシンガポールで事業を継続したい場合は、子会社または支店を ACRA に設立す

ることをお勧めします。当事務所はシンガポールの子会社または支店の設立について、経験豊富な

専門家を持ち、クライアント様の要件に応じて見積書を提供することができます。 

 

参考資料： 

1.［シンガポール会社設立サービス］ 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/300.html 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com, enquiries@kaizencpa.com  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/300.html
https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/300.html
mailto:info@kaizencpa.com
mailto:enquiries@kaizencpa.com
http://www.kaizencpa.com/
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